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づく住民の生活環境を保全する地域の指定及び同法に基づく
特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分ごと
の規制基準）中 ··········································· （環境保全課） 20 
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熊本県告示第３７３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規 
定により次のように保安林の指定施業要件を変更する旨農林水産大臣から通知を受けたの 
で、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    多良木町（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県球磨地域振興局並びに多良木町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第３７４号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規
定により次のように保安林の指定施業要件を変更する旨農林水産大臣から通知を受けたの
で、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町（国有林。次の図に示す部分に限る。 ）、 
 球磨郡多良木町（次の図に示す部分に限る。 ） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （1） 立木の伐採方法 
  ア 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。 
    多良木町（次の図に示す部分に限る。 ） 
  イ 次の森林については、主伐は、択伐による。 
        多良木町（次の図に示す部分に限る。 ） 
  ウ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  エ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  オ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （2） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産
部森林保全課及び熊本県球磨地域振興局並びに多良木町役場に据え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第３７５号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

 告  示 
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荒尾市社会福祉事業

団 児童デイサービ 

社会福祉法人 荒

尾市社会福祉事業 

平成２２年 

４月１日 

4310300142 

 

児童デイサ

ービス 

ス「ピッコロ」 団    

荒尾市荒尾字平原３

４６７－１４ 

荒尾市大字増永２

４５２番地２ 

藤崎 龍美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
熊本県告示第３７６号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

生活支援センターき

らきら 

玉名市六田８番地１ 

社会福祉法人きら

きら 

玉名市岱明町野口

字塚原６６６番 

西山 敏雄 

平成２２年 

４月１日 

4310400223 居宅介護 

重度訪問介

護 

行動援護 

 
 
熊本県告示第３７７号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

生活支援センターき

らきら 

玉名市築地７６５番

地１ 

社会福祉法人きら

きら 

玉名市岱明町野口

字塚原６６６番 

西山 敏雄 

平成２２年 

４月１日 

4310400223 児童デイサ

ービス 

 
 
熊本県告示第３７８号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

生活支援センターき

らきら 

玉名市六田８番地１ 

社会福祉法人きら

きら 

玉名市岱明町野口

字塚原６６６番 

西山 敏雄 

平成２２年 

４月１日 

4310400223 生活介護 

就労移行支

援 

就労継続支

援Ｂ型 
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熊本県告示第３７９号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２１年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

生活支援センターき

らきら グループホ

ーム・ケアホーム事 

業所 

玉名市六田８番地１ 

社会福祉法人きら

きら 

玉名市岱明町野口

字塚原６６６番 

西山 敏雄 

平成２２年 

４月１日 

4320400247 共同生活援

助 

共同生活介

護 

 
 
熊本県告示第３８０号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

菊水さくら寮 

玉名郡和水町下津原

３９５１番地 

社会福祉法人 博

心会 

玉名郡和水町下津

原３９５１番地 

渡邉 悟朗 

平成２２年 

４月１日 

4321130066 共同生活援

助 

共同生活介

護 

 
 
熊本県告示第３８１号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

さくらワークセンタ

ー 

玉名郡和水町下津原

３９５５番地１ 

社会福祉法人 博

心会 

玉名郡和水町下津

原３９５１番地 

渡邉 悟朗 

平成２２年 

４月１日 

4311130076 就労継続支

援Ｂ型 

 
 
熊本県告示第３８２号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

児童デイサービス事 特定非営利活動法 平成２２年 4313000285 児童デイサ
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業所 ステップバイ

ステップ 

人 ステップバイ

ステップ 

４月１日 

 

 

 

ービス 

 

天草市中央新町１４

番１１号 

天草市中央新町１

３番１２号 

堤田 照一 

  

 

 

 
 
熊本県告示第３８３号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

グループホーム ダ

ゴバ 

天草市栄町１４－２

４ 

特定非営利活動法

人 ステップバイ

ステップ 

天草市中央新町１

３番１２号 

堤田 照一 

平成２２年 

４月１日 

4323000382 共同生活援

助 

 
 
熊本県告示第３８４号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

通所施設「なかま」 

玉名郡南関町大字上

坂下７８５－４ 

社会福祉法人 臼

間会 

玉名郡南関町大字

上坂下７９０番地 

石川 四男美 

平成２２年 

４月１日 

4311110102 就労継続支

援Ａ型 

 
 
熊本県告示第３８５号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

特定非営利活動法人

みらい 

熊本市松尾町上松尾

１８番１ 

特定非営利活動法

人みらい 

熊本市松尾町上松

尾１８番１ 

西﨑 幸二 

平成２２年 

３月２５日 

4310100914 就労継続支

援Ａ型 
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熊本県告示第３８６号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３２条第１項の規定により指定相談
支援事業者を次のとおり指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

たまな地域生活支援

センター 

玉名市六田８番地１ 

社会福祉法人きら

きら 

玉名市岱明町野口

字塚原６６６番 

西山 敏雄 

平成２２年 

４月１日 

4330400237 相談支援 

 
 
熊本県告示第３８７号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所 

在地 

事業者の名称、主 

たる事務所の所在

地及び代表者の氏

名 

指定年月日 事業所番号 サービスの

種類 

そよかぜ福祉作業所 

上益城郡益城町福富

７７２ 

特定非営利活動法

人ボランティア仲

間九州ラーメン党 

上益城郡益城町福

富７７２ 

濱田 龍郎 

平成２２年 

４月１日 

4311440152 就労継続支

援Ｂ型 

 
 
熊本県告示第３８８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を解除予定保安林
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 解除予定保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字槻木字小川内５９３番３（次 
 の図に示す部分に限る。） 
２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 
３ 解除の理由 道路用地とするため 
  （「次の図」は、省略し、その図面を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県球磨地域
振興局並びに多良木町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第３８９号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年４月２日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービス プラトー水俣 

水俣市百間町二丁目４番２２号 

株式会社Ｈ＆Ａ 平成２２年３月２３日 

 
 
熊本県告示第３９０号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
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    平成２２年４月２日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防通所介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービス プラトー水俣 

水俣市百間町二丁目４番２２号 

株式会社Ｈ＆Ａ 平成２２年３月２３日 

 
 
熊本県告示第３９１号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規 
定により次のように保安林の指定施業要件を変更する旨農林水産大臣から通知を受けたの
で、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県菊池市（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    菊池市（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県菊池地域振興局並びに菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第３９２号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２２年４月２日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

上益城郡嘉島町大字犬渕字中

須 

    １０３番地先から 

同町大字犬渕字八反田 

    １５２番３地先まで 

 23.9 

  ～ 

 57.4  

 

 221.1 

  

上益城郡嘉島町大字下仲間字

堂園 

  １０８３番１地先から 

同町大字犬渕字八反田 

    １５２番３地先まで 

 

 

 

 

前

  4.3 

  ～ 

 55.0 

 

2,153.

2 

一般県道 田迎木原

線 

上益城郡嘉島町大字犬渕字中

須 

    １０３番地先から 

同町大字犬渕字八反田 

    １５２番３地先まで 

 

後

 23.9 

  ～ 

 57.4  

 

 221.1 

  

旧道移

管 

  4.3 

  ～ 

 19.9 

 

 142.7 

一般県道 

 

 

 

 

 

宮地岳本

渡線 

 

 

 

 

天草市楠浦町字塔ノ河内 

  ８０１２番３地先から 

同市楠浦町字黒木尾 

  ８０１５番１地先まで 

 

 

 

 

前

 10.5 

  ～ 

 10.5 

 

 125.1 

道路法

第２４

条工事

（仮設

道路の

撤去）
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      4.3   

   後   ～ 

 19.9 

 142.7  

２ 区域を変更する期日 平成２２年４月２日 
 

 
熊本県告示第３９３号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年４月２日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 荒尾長洲線 玉名郡長洲町大字高浜字宮ノ脇 

          １１番１地先から 

同所 

          １１番２地先まで 

    40.0 地基創

交安 

（歩道

整備）
２ 供用を開始する期日 平成２２年４月２日 

 
 
熊本県告示第３９４号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項及び中国残留邦人等の円
滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１
４条第４項においてその例によるものとされた生活保護法第５４条の２第１項の規定によ
り指定介護機関を次のとおり指定したので、生活保護法第５５条の２及び中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてそ
の例によるものとされた生活保護法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
（訪問介護）                                                                     

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 太寿園訪問介護事業所 

 菊池郡大津町室１７１０番地３ 

 株式会社 光進会介護 

 菊池郡大津町室１７１０番地３

 平成２２年３月９  

日 

（訪問看護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 大塚医院 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 医療法人杏叢会  

 八代市日奈久東町２６３番地 

 平成２２年１１月  

１日 

 訪問看護ステーション 福進 

 宇城市松橋町松山３５６７番地 

 株式会社 福進 

 宇土市宮庄町１８３番地１ 

 平成２２年１月２  

１日 

（居宅療養管理指導） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 大塚医院 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 医療法人杏叢会  

 八代市日奈久東町２６３番地 

 平成２２年１１月  

１日 

（通所介護）                                                                     

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 デイサービス 彩り  株式会社 なじみ  平成２２年２月４  

 天草市亀場町食場６８９番地  天草市亀場町食場２３７番地９  日 

 デイサービスセンター 花水木 

 合志市御代志１８７３番地３３ 

 特定非営利活動法人 花水木福 

祉会 

 平成２２年３月５  

日 
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  合志市御代志１８７３番地３３  

 まごころ デイサービス 

 玉名郡長洲町宮野１２９８番地 

１７ 

 有限会社 一光工業 

 荒尾市菰屋１８３７番地２ 

 平成２２年１月１  

５日 

 げんきやまデイサービス 

 鹿本郡植木町伊知坊８８６番地 

１ 

 株式会社 ひとついのち 

 鹿本郡植木町伊知坊８８６番地 

１ 

 平成２２年１月１  

０日 

 太寿園デイサービス 

 菊池郡大津町室１７１０番地３ 

 株式会社 光進会介護 

 菊池郡大津町室１７１０番地３

 平成２２年３月９  

日 

 五木村社協介護サービスセンタ 

ー 

 球磨郡五木村甲２６７２番地４ 

１ 

 社会福祉法人 五木村社会福祉

協議会 

 球磨郡五木村甲２６７２番地４ 

１ 

 平成２２年２月３  

日 

（短期入所療養介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 山田クリニック 短期入所療養 

介護 

 荒尾市東屋形２丁目１４番地９ 

 医療法人 山田クリニック 

 荒尾市東屋形２丁目１４番地９

 平成２２年２月１  

２日 

（福祉用具貸与） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 スマイルワークス 

 菊池郡大津町大林７１６番地３ 

 株式会社 スマイルワークス 

 菊池郡大津町大林７１６番地３

 平成２２年３月１  

日 

 株式会社 心優 

 球磨郡多良木町久米１２１５番 

地 

 株式会社 心優 

 球磨郡多良木町久米１２１５番 

地 

 平成２２年１月２  

１日 

（介護予防訪問介護）                                                             

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 太寿園訪問介護事業所 

 菊池郡大津町室１７１０番地３ 

 株式会社 光進会介護 

 菊池郡大津町室１７１０番地３

 平成２２年３月９  

日 

 五木村社協介護サービスセンタ 

ー 

 球磨郡五木村甲２６７２番地４ 

１ 

 社会福祉法人 五木村社会福祉

協議会 

 球磨郡五木村甲２６７２番地４ 

１ 

 平成２２年２月３  

日 

（介護予防訪問看護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 大塚医院 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 医療法人杏叢会  

 八代市日奈久東町２６３番地 

 平成２２年１１月 

 １日 

 訪問看護ステーション 福進 

 宇城市松橋町松山３５６７番地 

 株式会社 福進 

 宇土市宮庄町１８３番地１ 

 平成２２年１月２ 

 １日 

（介護予防居宅療養管理指導） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 大塚医院 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 医療法人杏叢会  

 八代市日奈久東町２６３番地 

 平成２２年１１月 

 １日 
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（介護予防通所介護）                                               

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 デイサービス 彩り 

 天草市亀場町食場６８９番地 

 株式会社 なじみ 

 天草市亀場町食場２３７番地９

 平成２２年２月４ 

 日 

 デイサービスセンター 花水木 

 合志市御代志１８７３番地３３ 

 特定非営利活動法人 花水木福

 祉会 

 合志市御代志１８７３番地３３

 平成２２年３月５ 

 日 

 まごころ デイサービス 

 玉名郡長洲町宮野１２９８番地 

 １７ 

 有限会社 一光工業 

 荒尾市菰屋１８３７番地２ 

 平成２２年１月１ 

 ５日 

 げんきやまデイサービス 

 鹿本郡植木町伊知坊８８６番地 

 １ 

 株式会社 ひとついのち 

 鹿本郡植木町伊知坊８８６番地

 １ 

 平成２２年１月１ 

 ０日 

 太寿園デイサービス 

 菊池郡大津町室１７１０番地３ 

 株式会社 光進会介護 

 菊池郡大津町室１７１０番地３

 平成２２年３月９ 

 日 

 ケアセンター そよかぜ 

 上益城郡山都町今５００番地 

 社会福祉法人 山都町社会福祉

 協議会 

 上益城郡山都町大平９１番地 

 平成２２年３月１ 

 ３日 

 吉尾デイサービスセンター 

 葦北郡芦北町吉尾１９７番地 

 社会福祉法人 千福祉会 

 葦北郡芦北町吉尾１９７番地 

 平成２２年１月２ 

 ５日 

 五木村社協介護サービスセンタ 

 ー 

 球磨郡五木村甲２６７２番地４ 

 １ 

 社会福祉法人 五木村社会福祉

協議会 

 球磨郡五木村甲２６７２番地４

 １ 

 平成２２年２月３ 

 日 

（介護予防短期入所療養介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 山田クリニック 短期入所療養 

 介護 

 荒尾市東屋形２丁目１４番地９ 

 医療法人 山田クリニック 

 荒尾市東屋形２丁目１４番地９

 平成２２年２月１ 

 ２日 

（介護予防福祉用具貸与） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 スマイルワークス 

 菊池郡大津町大林７１６番地３ 

 株式会社 スマイルワークス 

 菊池郡大津町大林７１６番地３

 平成２２年３月１ 

 日 

 株式会社 心優 

 球磨郡多良木町久米１２１５番 

 地 

 株式会社 心優 

 球磨郡多良木町久米１２１５番

 地 

 平成２２年１月２ 

 １日 

（特定福祉用具販売） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 スマイルワークス  株式会社 スマイルワークス  平成２２年３月１ 

 菊池郡大津町大林７１６番地３  菊池郡大津町大林７１６番地３  日 

 株式会社 心優 

 球磨郡多良木町久米１２１５番 

 地 

 株式会社 心優 

 球磨郡多良木町久米１２１５番

 地 

 平成２２年１月２ 

 １日 

 



 平成 22 年 4 月 2日 金曜     熊 本 県 公 報          第１１８９５号 11 

（特定介護予防福祉用具販売） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 スマイルワークス 

 菊池郡大津町大林７１６番地３ 

 株式会社 スマイルワークス 

 菊池郡大津町大林７１６番地３

 平成２２年３月１ 

 日 

 株式会社 心優 

 球磨郡多良木町久米１２１５番 

 地 

 株式会社 心優 

 球磨郡多良木町久米１２１５番

 地 

 平成２２年１月２ 

 １日 

（居宅介護支援事業）                                                       

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 居宅介護支援事業所 しおかぜ 

 天草市楠浦町２５９番地 

 医療法人社団 福寿会 

 天草市楠浦町２５９番地 

 平成２２年２月１ 

 ５日 

 さとがえりケアプランセンター 

 山鹿市鍋田２０６９番地１ 

 有限会社 さとがえり 

 玉名郡和水町板楠１９８番地 

 平成２２年１月１ 

 日 

 ケアステーション ゆう 

 阿蘇市内牧１２１４番地３２ 

 合同会社 ゆう 

 阿蘇市西湯浦５０６番地 

 平成２２年２月１ 

 日 

 まごころ ケアプランサービス 

 玉名郡長洲町宮野１２９８番地 

 １７ 

 有限会社 一光工業 

 荒尾市菰屋１８３７番地２ 

 平成２２年１月１ 

 ５日 

 太寿園居宅介護支援センター 

 菊池郡大津町室１７１０番地３ 

 株式会社 光進会介護 

 菊池郡大津町室１７１０番地３

 平成２２年３月９ 

 日 

 五木村社協介護サービスセンタ 

 ー 

 球磨郡五木村甲２６７２番地４ 

 １ 

 社会福祉法人 五木村社会福祉

協議会 

 球磨郡五木村甲２６７２番地４

 １ 

 平成２２年２月３ 

 日 

 
 
熊本県告示第３９５号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定介護機
関を次のとおり指定したので、同法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
（訪問介護）  

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 訪問介護ほっとふぁみりい 

 上益城郡益城町宮園６６４番地 

１ 

 有限会社 ほっとふぁみりい 

 上益城郡益城町宮園６６４番地 

１ 

 平成２２年２月２  

３日 

（介護予防訪問介護）  

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  指定年月日 

 訪問介護ほっとふぁみりい  有限会社 ほっとふぁみりい  平成２２年２月２  

 上益城郡益城町宮園６６４番地 

１ 

 上益城郡益城町宮園６６４番地 

１ 

 ３日 

 
 
熊本県告示第３９６号                                                             
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第
５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保
護法第５４条の２第４項において準用する同法第５０条の２の規定により次の指定介護機



 平成 22 年 4 月 2日 金曜     熊 本 県 公 報          第１１８９５号 12 

関から廃止の届出があったので、同法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例によるものと
された生活保護法第５５条の２の規定により告示する。                               
  平成２２年４月２日                                                       
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫       
（訪問看護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  廃止年月日 

 大塚医院 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 大塚 隆興 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 平成２１年１０月  

３１日 

（居宅療養管理指導） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  廃止年月日 

 大塚医院 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 大塚 隆興 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 平成２１年１０月  

３１日 

（通所介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  廃止年月日 

 デイサービスセンター陽向 の 

まぐち事業所 

 菊池市野間口３８０番地 

 アニス株式会社 

 八代市古城町２９１４番地１ 

 平成２２年３月３  

１日 

（介護予防訪問看護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  廃止年月日 

 大塚医院 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 大塚 隆興 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 平成２１年１０月  

３１日 

（介護予防居宅療養管理指導） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  廃止年月日 

 大塚医院 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 大塚 隆興 

 八代市日奈久東町２６３番地 

 平成２１年１０月  

３１日 

（介護予防通所介護） 

 事業所の名称及び所在地  事業者の名称及び所在地  廃止年月日 

 デイサービスセンター陽向 の 

まぐち事業所 

 菊池市野間口３８０番地 

 アニス株式会社 

 八代市古城町２９１４番地１ 

 平成２２年３月３  

１日 

 
 
熊本県告示第３９７号 
 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第
５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項においてその例によるものとされた生活保
護法第５４条の２第４項において準用する同法第５０条の２の規定により次の指定介護機
関から変更の届出があったので、同法第５５条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例によるものと
された生活保護法第５５条の２の規定により告示する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
（訪問介護） 

       変更事項   

介護機関名称 

 

 開設者 

 

介護機関所在地 
    旧     新 

 

変更年月日 

 みさと  株式会社   下益城郡美里町     事業所の所在地 平成１８年 
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 美里苑 阿部７３６番地

１ 

下益城郡美

里町豊富４

１３３番地

３ 

下益城郡美

里町阿部７

３６番地１ 

１０月１日 

（通所介護） 

       変更事項   

介護機関名称 

 

 開設者 

 

介護機関所在地 
    旧     新 

 

変更年月日 

   事業所の名称  ほっとふぁみ 

 りい通所介護 

 事業所 

 有限会社   

 ほっとふぁ  

 みりい 

上益城郡益城町 

宮園６６４番地 

１ ほっとふぁ 

みりい通所 

介護事業所 

保健福祉サ 

ービスほっ 

とふぁみり 

い 

平成２０年 

９月１日 

 

（通所リハビリテーション） 

      変更事項   

 介護機関名称 

 

 開設者 

 

介護機関所在地 
    旧     新 

 

変更年月日 

    開設者の名称  介護老人保健 

 施設 リハビ 

 リセンターき 

 くちの里 

 医療法人社  

 団 鞠輝会 

菊池市大琳寺１ 

２３番地 
医療法人社 

団 有朋会 

医療法人社  

団 鞠輝会 

平成１８年 

８月２３日 

（短期入所療養介護） 

       変更事項   

介護機関名称 

 

 開設者 

 

介護機関所在地 
    旧     新 

 

変更年月日 

    開設者の名称  介護老人保健 

 施設 リハビ 

 リセンターき 

 くちの里 

 医療法人社  

 団 鞠輝会 

菊池市大琳寺１ 

２３番地 
医療法人社 

団 有朋会 

医療法人社  

団 鞠輝会 

平成１８年 

８月２３日 

（介護予防通所介護） 

       変更事項   

介護機関名称 

 

 開設者 

 

介護機関所在地 
    旧     新 

 

変更年月日 

   事業所の名称  ほっとふぁみ 

 りい通所介護 

 事業所 

 有限会社   

 ほっとふぁ  

 みりい 

上益城郡益城町 

宮園６６４番地 

１ ほっとふぁ 

みりい通所 

介護事業所 

保健福祉サ 

ービスほっ 

とふぁみり 

い 

平成２０年 

９月１日 
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（介護老人保健施設） 

      変更事項   

 介護機関名称 

 

 開設者 

 

介護機関所在地 
    旧     新 

 

変更年月日 

    開設者の名称  介護老人保健 

 施設 リハビ 

 リセンターき 

 くちの里 

 医療法人社  

 団 鞠輝会 

菊池市大琳寺１ 

２３番地 
医療法人社 

団 有朋会 

医療法人社  

団 鞠輝会 

平成１８年 

８月２３日 

（居宅介護支援） 

      変更事項  介護機関名称  開設者 介護機関所在地 

    旧     新 

 

変更年月日 

   事業所の名称  ほっとふぁみ 

 りい居宅介護 

 支援事業所 

 有限会社   

 ほっとふぁ  

 みりい 

上益城郡益城町 

宮園６６４番地 

１ ほっとふぁ 

みりい居宅 

介護支援事 

業所 

保健福祉サ 

ービスほっ 

とふぁみり 

い 

平成２０年 

９月１日 

 

 
 
 
 
 
熊本県公告第１６９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月２日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    菊池郡菊陽町大字原水字南沖野５６６６番２２及び５６６６番２３ 
  ２，８４１．２５平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  菊池市泗水町福本字中原１７９２番地 
  社会福祉法人福芳会 

 
 
熊本県公告第１７０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第
２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供
する。 
    平成２２年４月２日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 都市計画の種類 
    城南都市計画下水道（城南公共下水道） 
２ 都市計画の図書の写しの縦覧場所 
  熊本県土木部都市計画課 

 
 
熊本県公告第１７１号 
  国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第１９条第２項の規定により上天草市におけ
る地籍調査の成果を国土調査の成果として認証したので、同条第４項の規定により次のと
おり公告する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 
 

 公  告 
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調査を行った 

者の名称   

調査を行った時期 

         

 調査を行った地域  

           

成果の 

名称  

 認 証 年 月 日

上天草市     

             

平成２０年度から 

平成２１年度まで 

大矢野町維和の一部  

           

地籍図及

び地籍簿

平成２２年３月１９日

 
 
熊本県公告第１７２号 
  国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第１９条第２項の規定により八代市及び水上
村における地籍調査の成果を国土調査の成果として認証したので、同条第４項の規定によ
り次のとおり公告する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

調査を行った 

者の名称   

調査を行った時期 

         

 調査を行った地域  

           

成果の 

名称 

 認 証 年 月 日

八代市       

             

平成２０年度から 

平成２１年度まで 

鏡町鏡村、有佐、下有佐

の各一部       

八代市    

             

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

泉町仁田尾の一部   

                

球磨郡水上村 

             

平成２０年度から 

平成２１年度まで 

大字湯山の一部 

地籍図及

び地籍簿

平成２２年３月１９日

 
 
熊本県公告第１７３号 
  県有財産を次のとおり売却する。 
    平成２２年４月２日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１  物件の表示 
  熊本市田崎一丁目 
  田崎陸橋撤去に伴う発生鋼材 ７６．０トン 
２ 入札場所及び契約条項を示す場所 
  郵便番号 ８６０－０８２１ 熊本市本山二丁目９番５１号 
  熊本県新幹線・熊本駅周辺整備事務所 
    電話 ０９６－３２３－８２００ 
３ 入札参加資格 
  次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  (１)  当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  (２)  破産者で復権を得ない者 
  (３)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していない者 
４ 入札案内書交付期間及び場所 
  (１)  交付期間 
        平成２２年４月２日（金）から平成２２年４月１２日（月）までの日（県の休日 
   を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 
  (２)  交付場所 
        ２に記載のとおり 
５ 入札参加申込書 
    入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込書を提出しなければならない。 
 (１)  提出方法 
     持参又は郵送による 
  (２)  提出期限 
     平成２２年４月１２日（月） 午後５時（郵送の場合は提出期限までに必着） 
  (３)  提出先 
     ２に記載のとおり 
６ 入札期日 
  平成２２年４月１３日（火） 午前１０時 
７ 入札保証金 
    入札に参加しようとする者は、購入希望金額の１００分の５以上の金額を納付するも

のとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保証を
した小切手により行わなければならない。なお、落札者が契約を締結しないときは、熊
本県に帰属する。 

８ 入札に参加しようとする者は、５の入札参加申込書のほか、入札当日に次に掲げる書
類を提出しなければならない。 

 (１) 個人の場合 印鑑証明書 
  (２) 法人の場合 法人の印鑑証明書 
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  (３)  代理人が参加する場合 （１）又は（２）に掲げる書類及び委任状 
９ 開札期日 
  入札終了後即時 
10 無効の入札 
    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
  (１)  入札に参加する資格を有しない者のした入札 
  (２)  委任状を提出しない代理人のした入札 
  (３)  所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入 
   札 
  (４)  記名押印を欠く入札 
  (５)  金額を訂正した入札 
  (６)  誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
  (７)  明らかに連合によると認められる入札 
  (８)  同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入 
   札 
  (９)  ２以上の意思表示をした入札 
  (10)  民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札 
   執行者が認めた場合の入札 
  (11)  その他入札に関する条件に違反した入札 
11  落札者の決定方法 
  (１)  有効な入札書を提出した者で、予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を 
   落札者とする。 
  (２) 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てるものとする）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び
地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった購
入希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

12 契約保証金 
  契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に納付す

るものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しくは支払保
証をした小切手により行わなければならない。 

13  その他 
  (１)  入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 
        日本語及び日本国通貨とする。 
  (２) 契約書作成の要否 
    要 
  (３) 契約締結期限 
    平成２２年４月２０日（火） 
  (４)  売買代金納入期限 
    契約締結後１４日以内 
  (５) 鋼材の搬出期限 
    契約書により指定する 
  (６) 計量 
    物件の数量を契約書に定めるとおり計量し、数量の変更があった場合、変更契約

締結等の手続を行うものとする 
  (７) 契約締結場所 
    ２に記載のとおり 
  (８) その他 
    本文及び入札案内書に特段の定めがない事項については、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第
２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）の規定に準ずる。 

  (９)  問い合わせ先 
        ２に記載のとおり 
  (10)  その他詳細は、入札案内書による。 

 
 
熊本県公告第１７４号 
 球磨郡相良村に事務所を置く相良村土地改良区の役員が次のとおり就任した旨の届出が
あったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公
告する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
 

 役職名     氏   名    住  所 

就任 

 監事 

 

 荒川 和清 

 

球磨郡相良村大字川辺３４１０番地 
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熊本県公告第１７５号 
 特定調達契約につき、随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条及び熊本県物
品等又は特定役務の調達手続に関する規則（平成７年熊本県規則第５１号）第１１条の規
定により、次のとおり公告する。 
  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 

くまもと県税システム及び電子申告審査システム運用管理業務 一式 
２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
    名 称 熊本県総務部税務課 

所在地 熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
３ 随意契約の相手方を決定した日 
    平成２２年３月１８日 
４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 
   氏 名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 
    住 所  東京都江東区豊洲３－３－３ 
５ 随意契約に係る金額 

８０，４７２，０００円 
６ 契約の相手方を決定した手続 
    随意契約 
７ 随意契約による理由 
    地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号の規定に 
 よる。 

 
 
熊本県公告第１７６号 
  県営花房北部地区（第一工区）土地改良事業（区画整理）施行に係る換地計画を定めた
ので、次のとおり当該換地計画書の写しを縦覧に供する。 
 利害関係人で異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に異議
申立てをすることができる。 
    平成２２年４月２日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 縦覧の期間 平成２２年４月５日から 
        平成２２年５月６日まで 
２ 縦覧の場所 菊池市役所 
３ 縦覧に供する書類の名称 
 （１） 換地設計書 
 （２） 各筆換地等明細書 
 （３） 清算金明細書 
 （４） 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細書 

 
 
熊本県公告第１７７号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の
規定により九州森林管理局長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があったので、
同条第３項の規定により公告する。 
    平成２２年４月２日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫 

    作 業 種 類     作 業 期 間   作 業 地 域 

公共測量（航空レーザ測量） 

 

平成２２年２月４日から 

平成２２年３月１０日まで 

球磨郡多良木町飯盛、猪ノ 

岳及び槻木地域の国有林並 

 

 

 

 

びに同湯前町仁原及び折戸

地域の国有林 
 

 
熊本県公告第１７８号 
  測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の
規定により熊本地方法務局長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があったので、
同条第３項の規定により公告する。 
    平成２２年４月２日 
                                                熊本県知事 蒲  島  郁  夫 
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    作 業 種 類     作 業 期 間   作 業 地 域 

公共測量（地図混乱地域に

おける不動産登記法第１４

条第１項地図作成のための

基準点測量） 

平成２２年２月２５日から 

平成２２年３月１５日まで 

熊本市武蔵ヶ丘一丁目、

龍田弓削一丁目、同二丁

目、龍田町弓削の一部の

地域 
 

 
熊本県公告第１７９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月２日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡嘉島町大字北甘木字笈ノ瀬２０９８番１、同２０９８番６、同２１０４番２ 
  及び同２１０２番３ 
  ４６１．７７平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  上益城郡嘉島町大字北甘木２１０３番１ 
  宮本 裕士 

 
 
熊本県公告第１８０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月２日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡嘉島町大字上島字北屋敷１６２１番地 
  ７２１．３８平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  上益城郡嘉島町大字上島２７６１番地 
  満田 和浩 

 
 
熊本県公告第１８１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月２日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

合志市豊岡字拾三町２０００番１９１１及び同２０００番２１６６ 
  ２，２３４．９４平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  合志市豊岡１９００番地２２ 

野福 博範 
 

 
熊本県公告第１８２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年４月２日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡益城町大字小谷字戸次道１３０６番３、同１３０７番の一部、同１３１５番 
 １、同１３１５番２、同１３１６番１及び同１３１７番１の一部 
  ４，６５０．９６平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  上益城郡益城町大字小谷字戸次道１３１６番地１ 
  有限会社コウヤマ 

 
 
熊本県公告第１８３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規 
定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定に 
より、当該通知の内容を南小国町役場に掲示する。 
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  平成２２年４月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 所在の不分明な者の氏名 
  石橋 照美、橋本 剛太郎、鎗水 一好、波多野 金人、佐藤 塞馬、北里 方四郎、 
 佐藤 武夫、佐藤 計早義、河津 勤、村上 圓藏、渡邉 一郎、三苫 浩二、河村 利

八、佐藤 鶴松、河津 勇喜、梅木 春夫、石松 喜一郎、河津 友一、城塚 荒一、
河津 猪熊、河津 徳雄、河津 德雄、鞭馬 昇、鞭馬 昇、河津 嘉久馬、古閑 モ
ト、古閑 九八、下城 シゲ子、下城 直幸、北里 伴次、河津 敦子、河津 龍介、
加藤 兵助、佐藤 弦三、日隈 恵美子、中島 孝夫、河津 洋太郎、松崎 昭夫、西
川 すみ子、室原 一太、吉田 信子、小田原 初喜、小田原 初喜 

２ 通知の趣旨 
 (１) 農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があっ 
   たこと。 
 (２) 保安林の所在場所、指定の目的及び指定施業要件については、平成２２年３月９ 
   日付け熊本県告示第２４７号による。 

 
 
熊本県公告第１８４号 
 熊本県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例（平成１５年熊本
県条例第７０号。以下「条例」という。）に基づき、次のとおり手数料の額を承認したの
で公告する。 
  平成２２年４月２日 
                                             熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
電子証明書発行手数料 
 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの期間の手数料 
  条例第２条第１項に規定する電子証明書の発行手数料 １件当たり５００円 
  ただし、次の場合においては、発行手数料を無料とする。 
 １  住民基本台帳法に定める「軽微な修正」に伴い、電子証明書の記録事項が利用者の 
  住民票の記載事項と異なることについて、住民から発行申請があった場合における再 
  発行 
 ２  担当者（市町村窓口及び財団法人自治体衛星通信機構）の操作誤り等による失効が 
    あった場合における再発行 
 ３ 住民基本台帳の記載事項に誤りがあったまま発行した後、当該誤りを修正したこと 
  により第１２条失効があった場合における再発行 
 ４ 越県合併の場合における再発行 
 ５ 電子証明書の記録事項が利用者の住民票の記載事項と異なる場合における再発行 
 ６ 市町村職員が受付窓口端末を用いて都道府県認証局と導通確認を行う場合において 

(１)  当該職員が既に電子証明書の発行を受けているときの再発行 
(２)  当該職員が電子証明書の発行を受けていないときの発行 

 ７ 何らかの理由により、誤発行が判明した場合における再発行 
 ８ その他、利用者の責に帰すことができない事由による失効の場合における再発行 
 ９ 県知事の秘密鍵の漏えい等があった場合における再発行 
 
 
 
 
 
  熊本県選挙管理委員会告示第１６号 
    地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第５項及び第７５条第５項の規定に 
 基づくその総数の５０分の１の数並びに同法第７６条第４項、第８１条第２項及び第８ 
 ６条第４項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 
 号）第８条第２項の規定に基づくその総数が４０万を超える数に６分の１を乗じて得た 
 数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、次のとおりである。 
    平成２２年４月２日  
                                           熊本県選挙管理委員会 
                                                  委員長  柴 田 憲 保 
    その総数の５０分の１      ２９，８３０ 
    その総数が４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて 
  得た数とを合算して得た数    ３１５，２４４ 

 
 
  熊本県選挙管理委員会告示第１７号 
  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第８０条第４項の規定に基づくその総数の３ 
 分の１の数（その総数が４０万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗 
 じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、次のとおりで 
 ある。  
    平成２２年４月２日 

 登載依頼 
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                                            熊本県選挙管理委員会 
                                                    委員長 柴 田 憲 保 
 選挙区名 
  熊本市選挙区         １５５, ４３７ 
  八代市・八代郡選挙区      ４０，５６０ 
  人吉市選挙区            ９，８１１ 
  荒尾市選挙区           １５，５４１ 
  水俣市選挙区             ７，７３９ 
  玉名市選挙区           １９，２６４ 
 天草市・天草郡選挙区      ２８，１７０ 
  山鹿市選挙区           １５，８３０ 
  菊池市選挙区           １４，０８７ 
  宇土市選挙区           １０，２６２ 
  上天草市選挙区           ８，９７３ 
  宇城市選挙区          １７，２５２ 
  阿蘇市選挙区            ８，０６１ 
  合志市選挙区           １４，３０２ 
  下益城郡選挙区         １１，１７４ 
  玉名郡選挙区           １２，６４７ 
  鹿本郡選挙区           ８，３２６ 
  菊池郡選挙区           １７，３８７ 
  阿蘇郡選挙区           １１，３６８ 
  上益城郡選挙区         ２４，８４５ 
  葦北郡選挙区          ７，２１８ 
  球磨郡選挙区          １６，８０４ 
 
 
 
 
 
  平成２１年４月７日熊本県告示第３４５号（振動規制法に基づく住民の生活環境を保全
する地域の指定及び同法に基づく特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分
ごとの規制基準）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

ページ 行 正 誤 

 ２１ １７  昭和５５年  平成５５年 

 
 
  平成２０年３月３１日熊本県病院局管理規程第１０号（熊本県病院局文書規程）中に誤 
りがあったので、次のとおり訂正する。 

ページ 行 正 誤 

 ７７ １０   電子決裁   電子決済 

 
 

 正  誤 


